
   瑞穂市ＳＤＧｓパートナー制度実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、市がＳＤＧｓの推進及び地域課題の解決に寄与するため、  

 ＳＤＧｓの達成に向けた取組又は普及啓発を行う意欲のある法人等を瑞穂市 

 ＳＤＧｓパートナー又は瑞穂市ＳＤＧｓアドバイザーに登録し、その取組を 

 周知するため実施する瑞穂市ＳＤＧｓパートナー制度（以下「本制度」とい 

 う。）について必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条  この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定め 

 るところによる。 

（１）法人等  市内において事業活動を行う企業、団体、教育機関、学校法人、 

  特定非営利活動法人、任意団体等をいう。 

（２）パートナー 本制度の目的に賛同して市に登録した法人等をいう。 

（３）アドバイザー 本制度の活性化及びパートナーの支援に十分寄与できる 

  ものとして、市に登録した法人等をいう。 

（４）ＳＤＧｓ ２０１５年９月の国連サミットで採択された持続可能な開発 

  のための２０３０アジェンダに記載された国際目標をいう。 

 （運営） 

第３条 市及びアドバイザーは、それぞれ協力してパートナーのＳＤＧｓに関 

 する活動を活性化させるための事業を企画し、パートナーの支援を行う。 

 （登録の要件） 

第４条 パートナーの登録は、次の各号のすべての要件に該当する法人等につ 

 いて行うものとする。 

（１）県が実施する「清流の国ぎふ」ＳＤＧｓ推進ネットワークに加入してい 

  る法人等であること。 

（２）市及び他のパートナーとともに市内においてＳＤＧｓの達成に向けた取 

  組をする意欲があること。 

（３）法令等を遵守しており、かつ、過去に重大な法令等の違反がないこと。 

（４）法人等の役員が、暴力団（暴力団による不当な行為の防止等に関する法 

  律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）、  



  暴力団員（同条第６号に規定する暴力団員をいう。）又は暴力団員等（瑞 

  穂市暴力団の排除に関する条例（平成２３年瑞穂市条例第２１号）第２条 

  第３項に規定する暴力団員等をいう。）でないこと。 

２ アドバイザーの登録は、次の各号のすべての要件に該当する法人等につい 

 て行うものとする。 

（１）前項各号のすべての要件に該当すること。 

（２）県が登録するぎふＳＤＧｓ推進パートナーであること。 

（３）市とともに、本制度の普及啓発及びパートナーが抱える課題の解決に向 

  けた相談、助言等の役割を担うことができる法人等であること。 

 （登録の申請） 

第５条  パートナーの登録を申請する法人等は、次に掲げる様式を市長に提出 

 するものとする。 

（１）瑞穂市ＳＤＧｓパートナー・アドバイザー登録申請書（様式第１号） 

（２）瑞穂市ＳＤＧｓ宣言書（様式第２号） 

２ アドバイザーの登録を受けようとする法人等は、次に掲げる様式を市長に 

 提出するものとする。 

（１）瑞穂市ＳＤＧｓパートナー・アドバイザー登録申請書 

（２）瑞穂市ＳＤＧｓ宣言書 

（３）瑞穂市ＳＤＧｓ支援メニュー登録申請書（様式第３号） 

 （登録の実施） 

第６条 市長は、前条第１項の申請が第４条第１項の登録の要件を満たすと認  

 めるときは、当該申請をした法人等をパートナーとして、前条第２項の申請 

 が第４条第２項の登録の要件を満たすと認めるときは、当該申請をした法人 

 等をアドバイザーとして、それぞれ登録する。 

２ 市長は、前項の登録を行ったときは、パートナー及びアドバイザーがＳＤ 

 Ｇｓの達成に向けて取り組む内容を市のホームページ等において公表するも 

 のとする。 

 （登録の変更） 

第７条  パートナー及びアドバイザーは、登録内容に変更が生じたときは、瑞 

 穂市ＳＤＧｓパートナー・アドバイザー登録内容変更申請書（様式第４号） 



 を市長に提出するものとする。 

 （登録の辞退） 

第８条  パートナー及びアドバイザーは、登録の辞退をしようとするときは、 

 瑞穂市ＳＤＧｓパートナー・アドバイザー辞退届（様式第５号）を市長に提 

 出するものとする。 

 （登録の取消） 

第９条  市長は、パートナー及びアドバイザーが次の各号のいずれかに該当す 

 ると認めるときは、登録を取り消すことができる。 

（１）虚偽又は不正な手段により登録したことが判明したとき。 

（２）第４条に規定する要件に該当しなくなったとき。 

（３）前２号に掲げるもののほか、市長がパートナー及びアドバイザーとして 

  適当でないと認めたとき。 

２  市長は、前項の取消しを行った場合は、当該取消しを受けた法人等に対し、 

 その旨を通知するものとする。 

３  市長は、第１項の規定により登録を取り消された法人等に損害が生じても、 

 その責めを負わない。 

 （事務局） 

第１０条 本制度の事務局は、企画部総合政策課に置く。 

 （その他） 

第１１条  この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附  則 

この告示は、公表の日から施行する。 

 



様式第１号（第５条関係） 

 年  月  日 

瑞穂市ＳＤＧｓパートナー・アドバイザー登録申請書 

 

（宛先）瑞穂市長 

                所在地             

                法人等名                      

                代表者役職・氏名 

 

 瑞穂市ＳＤＧｓパートナー制度実施要綱の規定により、下記のとおり申請します。 

記 

申請区分 □パートナー    □アドバイザー 

法人等名の読み 

（平仮名） 

 

ホームページ 

ＵＲＬ 

 

 

※市ホームページに掲載を【☐希望する ☐希望しない】 

業種 
 

担当者名 

 

電話番号 

 

 

※市ホームページに掲載を 

【☐希望する ☐希望しない】 

メールアドレス 

 

 

※市ホームページに掲載を【☐希望する ☐希望しない】 

同意事項 

（パートナー・アドバイザー共通） 

□県が実施する「清流の国ぎふ」ＳＤＧｓ推進ネットワークに加入し 

 ています。 

□市及び他のパートナーとともに、市内でＳＤＧｓの達成に向けた取 

 り組みを行う意欲があります。 

□法令等を遵守しており、過去に重大な法令違反等をしていません。

□暴力団でなく、また暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していま 

 せん。 

□申請書の内容等を市ホームページ等で公表し、ＳＤＧｓ関連事業等 

 で活用することに同意します。 

（アドバイザーのみ） 

□県が登録するぎふＳＤＧｓ推進パートナーです。 

□市とともに、本制度の普及啓発及びパートナーが抱える課題の解決 

 に向けた相談、助言等の役割を担うことができます。 



様式第２号（第５条関係） 
瑞穂市ＳＤＧｓ宣言書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 私たちは、ＳＤＧｓの達成に向けて、以下のとおり取り組むことを宣言します。 

 

１．ＳＤＧｓに関する基本的な方針又はスローガン等 

 

２．ＳＤＧｓ達成に向けた主な取組内容（現在取り組んでいること、今後取り組みたいこと等） 

 

３．目指しているＳＤＧｓのゴール（ゴールの下に〇を記入してください。複数選択可） 

      

      

      

      

     

 

     

                   

                  年   月   日 

                     （所在地） 

                    （法人等名） 

                （代表者役職・氏名） 



　　(宛先）瑞穂市長

　　　　　　　　所在地

　　　　　　　　法人等名

　　　　　　　　代表者役職・氏名

カ テ ゴ リ

タ イ ト ル

カ テ ゴ リ

タ イ ト ル

カ テ ゴ リ

タ イ ト ル

≪問合せ先≫ 提出日：  　　年　　月　　日

様式第３号（第５条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

法人等名：
担当者名：
電話番号：

瑞穂市ＳＤＧｓ支援メニュー登録申請書

内 容

内 容

内 容

　瑞穂市ＳＤＧｓアドバイザー登録にあたり、以下の支援メニューを登録します。（1件以上）



様式第４号（第７条関係）                   

      年  月  日 

 

瑞穂市ＳＤＧｓパートナー・アドバイザー登録内容変更申請書 

 

（宛先）瑞穂市長        

                             所在地                  

    法人等名                  

  代表者役職・氏名              

担当者名                  

 

 

  年  月  日付けで提出した登録内容を変更したいので、瑞穂市

ＳＤＧｓパートナー制度実施要綱第７条の規定により、下記のとおり届け出ま

す。 

 

記 

１．変更前 

 

 

 

 

 

 

２．変更後 

 

 

 

 

 

 

３．添付資料 

 瑞穂市ＳＤＧｓ宣言書（様式第２号） 

  ※様式第２号を変更する場合 

 瑞穂市ＳＤＧｓ支援メニュー登録申請書（様式第３号） 

  ※様式第３号を変更する場合 



様式第５号（第８条関係）                     

年  月  日 

 

瑞穂市ＳＤＧｓパートナー・アドバイザー辞退届 

 

（宛先）瑞穂市長 

所在地                   

法人等名                  

 代表者役職・氏名              

担当者名                  

 

 

 瑞穂市ＳＤＧｓパートナー制度実施要綱第８条の規定により、下記のとおり

登録の辞退を届け出ます。 

 

 

辞退理由 

 

 

 


